
№ 頁数 該当箇所 ご意見の概要 県の考え方

1 13頁
児童家庭支援セ
ンター

市町村に配置し、充分な相談・援助機
能が発揮できるようにすべき。

頂いたご意見を参考に、地域における
児童、家庭の相談・援助を担う児童家
庭支援センターの設置促進を図るとと
もに、市町村との相談・援助機能の充
実に向けた検討を進めてまいります。

2 15頁
代替養育が望ま
しい潜在的な児
童について

代替養育が望ましい潜在的な児童数の
見込を一時保護を実施した児童数を
ベースに算出しているが、一時保護の
実施基準が低く、過少な数字になって
いると思われる。一時保護数は一時保
護所のキャパ不足により制限されてい
る。

代替養育数の見込は、一時保護中（施
設等への委託を含む）及び在宅指導中
の児童のうち、里親、施設での養育が
必要と考えられる、いわゆる潜在的児
童を含めて算出しています。また、代
替養育数が見込みを上回った場合にも
確実に対応できるよう、里親の確保、
施設の体制確保に努めていきたいと考
えております。

3 20頁
代替養育を必要
とする子ども数

５年後の数値をほぼ横ばいと見ている
が、増加すると考える。

今後の代替養育の潜在的な需要は現時
点での見込みでで算出していますが、
児童人口の減少も考慮し、計画案の数
値としています。代替養育数について
は、計画前期に検証を行い、必要に応
じて見直しを行います。

4 21頁

「都道府県社会
的養育推進計画
策定要領」によ
る見込み②

国の数値目標に配慮し、里親等委託率
を４０％としているが、実際は現在の
２０％程度が妥当である。

国の策定要領に基づいて算出した数値
であり、本県の見込む里親等委託率は
本県独自の考え方で算出し、３４％と
しています。委託率については計画前
期に検証を行い、必要に応じて見直し
を行います。

5 26頁

施設の小規模か
つ地域分散化、
高機能化及び多
機能化・機能転
換に向けた取組

施設形態は多様であることが望まし
く、小規模化に偏重すると、マネジメ
ント、特に労務管理に問題がある。

頂いたご意見も参考にし、今後施設と
協議し、施設のあり方の検討を進めた
いと考えております。

6 27頁

施設の小規模か
つ地域分散化、
高機能化及び多
機能化・機能転
換に向けた取組

「なお児童自立支援施設については国
の動向を踏まえ、ケアニーズの非常に
高い子どもへの対応等を検討していき
ます。」との内容の追加

頂いたご意見の内容を追加いたしま
す。

7 28頁
一時保護改革に
向けた取組

代替養育が必要な子どもは、一時保護
所から里親等へ措置されることが必要
であり、子どもへの支援、アセスメン
トも重要である。質の高い職員の確保
が求められるが、人事体制、研修体制
等が整っていない。

ご意見のとおり、一時保護所における
子どもへの支援は重要であり、職員の
専門性向上に向けた研修の強化を図っ
てまいります。
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